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労働需給のシミュレーション

不足率（％）労働力不足（万人）
2040年2030年2040年2030年
16.05.11,100.4341.5全体
24.29.399.837.91輸送・機械運転・運搬
22.07.765.722.32建設
13.32.6112.422.13生産工程
24.89.2108.940.24商品販売（小売り）
25.310.658.021.05介護サービス
15.14.956.617.96接客給仕・飲食物調理
17.54.581.618.67保健医療専門職
6.8-156.6-21.38事務、技術者、専門職

（出典）「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」（リクルートワークス研究所2023）より

▼労働需給シュミレーション（産業全体）

○ 労働需給シミュレーションの試算では、2030年には341.5万人（不足率5.1％）、2040年には1,100.4万人（不足率：
16.0％）の労働力が不足する見込みとなっている。

○ 全体と比較し、2030年、2040年の労働力不足が大きい職種は、輸送・機械運転・運搬（ドライバー）、建設、商品販売（小売
り）、介護サービスとなっており、運転者の担い手の不足が深刻化している。
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地域公共交通の利用者数減少・担い手不足

※厚生労働省「一般職業紹介状況」及び厚生労働省職業安定局提供データより国土交通省作成
※船員については、H24～R6については船員職業安定年報より抽出（年度ではなく暦年の数値）。

（出典）「自動車輸送統計年報」、「鉄道統計年報」、
｢船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令｣に基づく
国土交通省海事局内航課調査より国土交通省作成

＜有効求人倍率の推移＞＜利用者数の推移＞
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○ 長期的な利用者の減少、コロナの影響による急激な落ち込みもあり、公共交通事業者の経営環境は悪化。コロナ後も利用者数が
コロナ以前の水準までには回復していない状況。

○ 有効求人倍率については、自動車運転従事者（バス・タクシー・トラック運転者）及び船員（旅客船）について求人数が求職者
数を上回り、担い手不足が続いている。
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（万人）
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資料：国土交通省物流・自動車局作成

バス

（万人）

タクシー

バス・タクシー分野における運転士数の推移
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高齢者の免許返納状況、病院・学校の統廃合状況

中学校・高等学校の部活動の外部連携状況
運動部活動における地域との連携状況学校としての外部指導者等への依頼経験の有無

74.3%

8.5%

17.2%

現在何らかの連携をしている
過去に連携したことがあるが現在はしていない
一度も連携したことがない

78.1%

21.9%

依頼したことがある これまで依頼したことがない

（スポーツ庁資料より抜粋）
https://www.mext.go.jp/sports/content/20211202-spt_sseisaku02-000019265_7.pdf

（病院数）
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H27

H22

H17
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H7

H2
公立学校の年次推移

小学校

中学校

高等学校

（出典）文部科学省「文部科学統計要覧」に基づき国土交通省作成

24,586 11,275 5,506 41,367

18,669 9,944 4,791 33,403

（出典）厚生労働省「医療施設動態資料」に基づき国土交通省作成
※20床以上の病床を有するものを病院としている
※地方部の病院数は、全国の病院数のうち、東京都区部及び政令指定都市に存するものを除いたもの

病院の年次推移

病院数（地方部）
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各年10月1日時点
病院数（全体）

8,122

6,081

9,286

7,415

○ 免許の返納件数、返納率に関しては平成10年の制度創設より増加傾向にあり、令和元年度は60万件の超える免許返納がされ
るなど、高齢者の足の確保の重要性が増大している。

○ 病院数は、経営難や医療従事者の不足により減少が続き、特に地方部においてはその傾向が顕著である。
○ 少子高齢化により、公立学校数は減少の一途をたどり、部活動は外部との連携も進んでいる。
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④ 年齢構成
特にバス・タクシー分野においては、全産業平均よ
り若年層の割合が低く、高齢層の割合が高い。③ 男女比 全職業平均より女性比率が低い。

地域公共交通の働き方をめぐる現状

① 年間労働時間 特にバス・タクシー分野においては、全職
業平均より労働時間が長い。

特にバス・タクシー分野においては、全産業平
均より年間賃金が低い。② 年間賃金

1700

2100

2500

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

全産業 バス タクシー 鉄道運転士

250

400

550

700

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

全産業 バス タクシー 鉄道運転士

0%

10%

20%

30%

40%

女性比率

全産業 バス タクシー 鉄道 内航旅客船

（女性比率）

（時間） （万円）

（年）
（年）

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%

全産業 バス タクシー 鉄道 内航旅客船

70歳～
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
～19歳

※内航旅客船は令和5年度時点、その他は令和6年度のもの
※内航旅客船は令和5年度時点、その他は令和6年度のもの

（出典）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、国土交通省海事局調査より国土交通省作成

（出典）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より国土交通省作成 （出典）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より国土交通省作成

（出典）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、国土交通省海事局調査より国土交通省作成 6
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路線バス（左軸） 鉄軌道（右軸）

H20年度→R5年度
バス廃止キロ数：約23,193km
鉄軌道廃止キロ数：約632.9km

（単位：km）

運送サービスの状況（路線の廃止・減便等）

（単位：km）

主な減便事例（バス・鉄道）

路線の廃止状況

鉄道事業者（E社）
・R7.6.1より平日５本を減便
（平日の減便割合は19.2％）

鉄道事業者（F社）
・R7.2.3より平日約38本を減便
（平日の減便割合は24.1％）

経営状況

83.3%
73.7%

16.7%
26.3%

地域鉄道 路線バス

赤字事業者 黒字事業者

（令和５年度）

バス事業者（D社）
・R7.4.1より８系統が廃止
→廃止される地域では、同日より、他社
路線バスのルート再編や乗合タクシーの増
便に加え、新たに公共ライドシェアを導入
することにより、代替交通を確保

バス事業者（A社）
・R7.4.1より23系統が廃止

バス事業者（B社）
・R7.4.1より7系統で減便
（対象系統において5.7%便数減）

バス事業者（C社）
・R7.4.1より22系統で減便 or 廃止
（対象系統において42.7%便数減）
・R7.9末に11系統が廃止予定
→今後、乗合タクシーや公共ライドシェアの導
入を検討するなど、地域公共交通会議におい
て代替交通手段の確保について議論予定

○ 平成20年度から令和5年度にかけて、路線バスは約23,193㎞、鉄軌道は約632.9㎞が廃止され、多くのバス・鉄道事業者が赤
字となっている。

○ 最近においても、バス・鉄道事業者による系統・路線の廃止、減便事例がある。
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自治体が必要としている支援策

＜自治体が必要としている支援＞ ＜自治体における地域交通の検討体制＞
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データ活用が可能な人材
専任担当者

人口10万人未満＋過疎地域
人口10万人以上
三大都市圏の政令指定都市＋特別区
都道府県

（人）

（国土交通省令和７年5月30日第４回国土交通省「交通空白」解消本部「地域交通行政アンケート結果」より）

74%

52%

40%

39%

32%

26%

予算面の支援

制度に係る情報や知見の提供

担当者のマンパワー不足に対する支援

体制の構築
（広域調整・担い手づくり等）

民間の技術・サービスに係る情報

事業者との調整に当たっての橋渡し

○ 自治体が必要としている支援策は、「予算面の支援」や「制度に係る情報や知見の提供」が半数を超えるとともに、「担当者のマンパ
ワー不足に対する支援」や「体制の構築」についても約４割となっている。

○ 市町村は事務系、技術系ともに専任の地域交通担当者が不足しており、データ活用な可能な人材に関しては、市町村及び都道府
県ともに不足している。
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国土交通省における「交通空白」解消の取り組み

目の前の「交通空白」への対応 「交通空白」解消に向けた持続可能な体制づくり
集中対策期間後も見据え、自治体等における体制構築を推進リストアップされたすべての地区・地点で

「交通空白」解消に目途
※ 未然防止が必要な地区（要モニタリング地域の足1,632地区・観光の足146地点）にも先手先手で対応

体制構築基本目標 共同化目標 都道府県目標
3か年で300市町村 3か年で100件 3か年で47都道府県

都道府県ごとにモデル地域を創出

国による総合的な後押し

実施中
548地区

準備中
854地区

検討中
655地区

早急に要対策
252地点

要対策
210地点

地方運輸局等による
首長訪問・事業者との橋渡し・伴走支援 制度・事例等に係る情報・知見の提供 実証・実装等に向けた十分な財政支援

「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム (R7.10.31：1,319会員) 新たな制度的枠組みの構築
共同化・協業化、自治体の体制強化、観光の足とのハイブリッド化 等

事業者への働きかけ
（山口県タクシー協会）

バス協調・共創プラットフォームひろしま

カタログによる
マッチング支援

パートナー企業からの
ご発表

(株)バイタルリード(株)Will Smart

第1回プラットフォーム発足
（R6.11.25）

第2回プラットフォーム
（R7.3.19）

さらなる官民の取組
実装に向けて

パイロット・プロジェクトの展開
（５分野30プロジェクト程度）

発足時の総会に
計500名超が参加

平井鳥取県知事ほか
各界からの講演

能登地域における広域連携のイメージ

• 奥能登2市2町で広域で共通のAIオンデマンド交通の導入
• 広域運営体制を構築することにより、圧倒的な担い手不足

に対応

スクールバスへの地域住民の混乗に
係る実証事業（京都府京田辺市）

• 広島市とバス事業者８社で、協調・共創プラットフォーム
（一般社団法人化）を立ち上げ、共同運営システムを構築
データを活用した企画立案・システムや車両の共有等を実施

国土交通大学校での研修
（データやGISの活用等の研修）

複数施設での共同送迎システムによる
運行実証事業（岡山県玉野市）

国土交通省「交通空白」解消本部（本部長：国土交通大臣）
① 「地域の足対策」と「観光の足対策」
② 「日本版ライドシェア」や「公共ライドシェア」

のバージョンアップと全国普及

公共RS

日本版RS

乗合タクシー
許可・登録を
要しない輸送AIオンデマンド

ローカル鉄道 バス

乗用タクシー
第３回幹事会R7   2.25第１回本部R6.  7.17
第４回幹事会R7.  4.24第１回幹事会R6.  8.  7
第４回本部R7.  5.30第２回本部R6.  9.  4
第５回幹事会R7. 9.10第２回幹事会R6.10.30

第３回本部R6.12.11

「交通空白」解消に向けた取組方針2025（概要）※骨太の方針2025にも本施策を位置づけ

地域の足
約2,000

地区

観光の足
約460
地点

○ 人口減少や高齢化による免許返納が進展。買物、医療、教育など様々な日常サービスを支える地域交通の役割は
ますます高まる一方、地域鉄道・路線バスの運転者の不足、減便や廃止により、地域交通は危機的な状況

○ 日本版・公共ライドシェア等の新しい移動手段のほか、鉄道・バス・タクシー・デマンド交通等あらゆる移動手段を総動
員しながら、「交通空白」を解消していく必要

２．地方を伸ばし、暮らしを守る
地方の「暮らし」と「安全」を守るため、・・・地域公共交通
の維持に取り組む。

高市政権の基本方針（R7.10.21閣議決定 抜粋）

地方運輸局等により、首長等への直接訪問や自治体担当者との事務打合せ、
交通事業者等との橋渡し・調整、都道府県と連携した説明会の開催等を実施

本部長指示（R7.5.30 抜粋）
・令和８年度予算要求等に向けて、万全の準備
・新たな制度的枠組みの構築の検討を直ちに開始し、地域交通法等の改正も
念頭に、できるだけ早期に具体化

・「次期交通政策基本計画」に「取組方針2025」を十分に 織り込むとともに、
集中対策期間後も見据えた施策の充実

・「令和の国民運動」として、「交通空白」解消の取組を一層浸透させていく
仕掛けを検討

自治体業務の補完・省力化を推進し、「交通空白」解消に向けた持続可能な体制
づくりを支援するため、ガイダンスやポータルサイト、カタログ等の支援ツールを提供

MOBILITY UPDATE PORTAL
（実務者向け支援ツール）

予算面や体制構築(広域調整、担い手づくり等)を必要とする取組に対して、各種支援
メニューにより、「交通空白」解消に向けた取組の実装や持続可能な体制づくりを後押し

集中対策期間（R7～9）後

首長への訪問
（熊本県人吉市）
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政府方針等における位置づけ（抜粋）

骨太の方針2025（経済財政運営と改革の基本方針2025）令和７年６月13日閣議決定

２．地方創生2.0の推進及び地域における社会課題への対応
（２）地域における社会課題への対応
（持続可能で活力ある国土の形成と交通のリ・デザイン）

「「交通空白」解消に向けた取組方針2025」※に基づき、2027年度までの集中対策期間で、公共・日本版ライドシェア等の普及、
民間技術等の活用、国の伴走、共同化・協業化や自治体機能を補完・強化する新たな制度的枠組み構築等これまでを上回る国の
総合的支援の下、「交通空白」の解消に取り組むとともに、省力化推進、担い手確保、自動運転の普及・拡大等、地域交通のリ・デ
ザインを全面展開する。________________________
（※）令和７年５月30日国土交通省「交通空白」解消本部決定。

高市政権の基本方針 令和７年10月21日閣議決定

２．地方を伸ばし、暮らしを守る
地方の「暮らし」と「安全」を守るため、・・・地域公共交通の維持に取り組む。

「強い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～令和７年11月21日閣議決定
２．地方の伸び代の活用と暮らしの安定
（１）地域の生活環境を支える基幹産業の支援・活性化
（地域交通の維持・物流体制維持への支援）
地方の生活と産業を支える地域交通については、その利便性、生産性、持続可能性を高めるための地域交通のリ・デザインを引き続き全面

展開する。「『交通空白』解消に向けた取組方針2025」に基づき、集中対策期間における全国約 2,500 の「交通空白」解消に向けた、地
方公共団体や公共交通事業者等による地域の実情に応じた移動手段の確保・維持の取組を進める。具体的には、デマンド交通や公共ライ
ドシェア等の移動手段の導入、事業主体間の共同化・協業化も通じた地域の輸送資源の最大活用やシステム標準化等の地域交通ＤＸを
総合的に推進する。________________________
（※）令和７年５月30日、国土交通省「交通空白」解消本部決定。
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地域交通法の主な改正

平成
１９年
制定

平成
２６年
改正

令和
２年
改正

＜地域交通の活性化・再生を通じ魅力ある地方創出に向け、地方のニーズに合った新たな旅客運送サービスの導入円滑化等を図る制度の創設＞
【協議会・計画作成制度の創設】
• 市町村が主体となり幅広い関係者の参加による協議会（法定協議会）を設置する仕組みの整備。
• 「地域公共交通総合連携計画」（マスタープラン）の作成を通じて、地域公共交通の維持･確保や利便性向上に取り組むことを促進する仕組みを整備。

【特定事業の仕組みの整備】
• 地域公共交通特定事業の実施計画を国が認定し、法律・予算の特例措置を適用することで、地域の取組を後押しする制度を整備。

＜まちづくりと連携した地域交通の確保に向け、自治体が先頭に立ち、関係者の合意の下、地域交通を作り上げられる制度の創設＞
【法定計画の拡充】
• 地域の交通圏の広がりを踏まえ、広域的な地域公共交通網の形成を進めるため、都道府県を計画作成主体に追加。

【特定事業の拡充】
• 「地域公共交通再編実施計画（現：地域公共交通利便増進実施計画）」と整合性のとれた地域交通を実現するため、バス路線の再編等を実施

する「地域公共交通再編事業」を創設し、同事業を実施する区域内のバス事業者等に対し、「地域公共交通再編実施計画」を維持する観点から事
業許可の審査・命令を行う制度を創設。

＜持続可能なサービス提供の確保に資する取組の推進に向け、地域自ら地域交通をデザインし、移動ニーズに応えられる制度の創設＞
【法定計画の拡充】
• 地域の輸送資源の総動員による地域公共交通の維持・確保を図るため、法定計画を「地域公共交通計画」と改め拡充。
• 全ての地方公共団体に対して、地域公共交通計画の作成を努力義務化。

【特定事業の拡充】
• 公募を通じた廃止予定路線の維持を図る「地域旅客運送サービス継続事業」を創設。
• 地域公共交通再編事業を拡充し、「地域公共交通利便増進事業」を創設。

令和
５年
改正

＜地域公共交通のリ・デザイン（再構築）に向け、自治体・公共交通事業者・地域の多様な主体等の連携・協働を促進する制度の創設＞
【目的規定の追加】
• 目的規定に「地域関係者」の「連携と協働」を追加し、国の努力義務として地域の関係者の連携と協働を促進を追加。

【ローカル鉄道再構築に関する仕組みの創設】
• ローカル鉄道の再構築に関する仕組みとして、国土交通大臣が組織する「再構築協議会」を創設。

【特定事業の拡充】
• 「地域公共交通利便増進事業」において、エリア一括協定運行事業を創設。
• 「道路運送高度化事業」において、 交通DX・GXを推進する事業を創設。 11



地域交通法に基づく地域交通ネットワークの形成

住民・市民との双方向コミュニケーションを通じた「地域の将来像」の共有
地域全体を見渡し、多様な地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保
まちづくり・観光振興等の地域戦略との一体性の確保
利用者数、収支など定量的な目標設定と毎年度の評価・分析等（努力義務）

モード横断で望ましい地域交通ネットワークの姿を明らかにする地域公共交通のマスタープラン
・ 全ての地方公共団体に対して作成の努力義務 ※計画作成数：1,184件（2025年３月末時点）
・ 地方公共団体が組織する「法定協議会」において、住民や交通事業者等地域の関係者による協議（関係者には応諾義務）により

作成＝地域が自らデザインする交通へ
計画のポイント

公共/日本版
ライドシェア

福祉輸送、スクールバス、
病院・商業施設等の送迎サービスなど

地域旅客運送サービス

鉄軌道 旅客船BRT

路線バス
コミュニティバス デマンド交通 乗合／乗用

タクシー

地域の主体的な取組等によって「地域旅客運送サービスの持続可能な確保に資する地域公共交通の活性化及び再生」を
推進するため、地域公共交通計画の作成やこれに基づき実施する事業等について定める。（平成19年制定）

地域交通法

・地域の実情に応じた取組の実施を円滑化するため、地域公共交通計画に地域公共交通特定事業を盛り込み、実施計画を定める
・予算上の措置（地域公共交通確保維持改善事業等）や法律上のワンストップ特例（許認可手続の一元化）などの特例措置

地域公共交通計画

地域公共交通特定事業

交通ネットワークの統合的将来像（地図）

公共交通軸と拠点
（幹線・支線など）

交通空白地と対策

適材適所の施策・事業

病院、学校、商業施設など

12



コロナ禍による収支悪化や運転者不足により事業者単独での事業の
継続が困難であることを踏まえ、令和６年４月１日に、市とバス事業
者が参画するプラットフォームを立ち上げ（令和７年法人化）。
データ分析に基づく路線の最適化や各社の人材のプラットフォームへ
の集約による企画立案の高度化等の共同事業に加え、ＥＶバス等
導入・充電設備等整備計画の策定などの取組を進めている。

＜共同運営システム（広島モデル）のイメージ図＞

（出典）「共同運営システムによる
乗合バス事業の再構築に向けた
基本方針」

業者や自治体の更なる連携・協働の推進の取組事例①

バス協調・共創プラットフォームひろしま（広島県広島市）
【事業者や自治体の更なる連携・協働の推進】

民間企業の協力（鳥取県鳥取市）

(株)バイタルリード (株)Will Smart

運行主体の負担軽減と持続性の向上のため、鳥取市内の地区ごとに
６つの運行主体が実施している自家用有償旅客運送について、その
運行管理業務を一括してマネジメントするとともに、運行主体への助
言等の支援を実施。

（出典）「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム第１回会合 日野自動車株式会社講演資料

交通以外の分野との協力（群馬県下仁田町）

(株)バイタルリード (株)Will Smart

下仁田町では、小中学校統廃合を機に、交通事業者の運行面での
協力の下で、乗合バスを自治体運行の公共ライドシェアに変更し、
スクールバスと運行体系を統合。
朝夕はスクールバスとして運行され、住民も無料で混乗可能。それ以
外の空き時間帯を公共ライドシェアによるコミュニティバス（しもにた
バス）として運行。

（出典）下仁田町公表資料

スクールバス・コミュニティバス等の集約（茨城県常陸太田市）
路線バス、コミュニティバス、患者輸送バス、スクールバスが運行していた
が、運行ルート、運行時間が重複して非効率な状況で、市の負担額も
年々増加。
平成28年10月から、コミュニティバス、患者輸送バス、スクールバスを
路線バスに統合し、運賃体系の見直しを行い、効率的な運行を実現。

グループ

みちのりHD

関係者 市議会、

町会、市民、

小学校・保護者、

医師会、警察、

道路管理者等

バス事業者 茨城交通㈱、

日立電鉄交通サービス㈱

支援

市が合意形成
のため関係者
と調整

市がバス事業
者に運行委託

実施主体

常陸太田市

＜意思決定・実施主体＞

（出典）国土交通省「地域の関係者による連携・協働のカタログ」 13



(株)バイタルリード (株)Will Smart

地域連携公共ライドシェア（茨城県つくば市等）
４市（つくば市、土浦市、下妻市、牛久市）共同で広域公共ラ
イドシェアを運行
運行管理業務、車両管理業務を一括で委託
ドライバー募集から研修等も共同で実施

＜スキーム図＞ ＜ドライバー共同募集・共同育成＞

事業者や自治体の更なる連携・協働の推進の取組事例②
【事業者や自治体の更なる連携・協働の推進】

（出典）「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム第２回会合 Community Mobility社講演資料

新たに社団法人を作る又は既存団体を活用し、限られた輸送資源を
最大限に活用した持続可能な地域交通を実現するため、以下の業務
を行う体制を確立。

・交通ネットワークの統合・広域管理マネジメント
・共同配車センター・コールセンターの運営
・運転手・車両の共同管理
・財源の確保、民間投資の誘致、移動需要の喚起

能登地域公共交通協議会（石川県等）

＜スキーム図＞

（出典）令和7年6月3日 馳浩 石川県知事記者会見資料

南信州広域連合（長野県南信州地域）

エリア運行管理組織に拠る共同運営化の推進として以下の取組を実施
• 圏域内のヒト・モノ・コトの集約化による効率性、利便性向上の可能性について

の調査
• 路線、サービスの見直し
• 人材の斡旋、運転者確保
※圏域内の運営組織により一元的な運行管理、運転者管理、予約・配車

（事業者資料をもとに国土交通省総合政策局作成）
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地域輸送資源のフル活用（施設送迎車両の活用）

15

地域にはバス・タクシー等の公共交通に加え、介護施設、宿泊施設、学校・塾等の交通事
業者以外の施設運営者が施設利用者向けに提供している運送サービスが存在するも、
現在バラバラに運用されている状況。
また、施設利用者向けの運送サービスは、スクールバスによる朝夕の児童生徒の送迎に代表
されるように、サービス稼働時間が特定の時間帯に限定され、輸送資源として有効に活用
できないケースがある。
近年では、担い手不足により、各施設がドライバーや送迎車両を維持することも、限界に。

＜現状＞

＜今後進めるべき方向＞

１０台以上の送迎車両を運用して
いる大規模な施設も存在。

各施設の送迎計画を統合調整し、車両・ドライバーを一体的に運用。複数施
設の送迎リソースを効率的に共用。
誰でも簡易に予約でき、需要データを見ながら最適に組合せ配車・運行できる
管理システムを開発し、地域で実証運行。

データ活用による
車両と運転手の高効率運用

需給の最適マッチング（アルゴリズム開発）

高齢者
（福祉）

子ども
（教育）

観光客

送迎ニーズのデータ化

施設利用者の
送迎計画作成

同乗者
相性考慮

施
設
管
理
者

令和７年度 地域交通DXプロジェクト

各施設の送迎車両・ドライバーを地域の輸送資源として捉え、バス・タクシーや複
数施設の車両を統合的に活用した運行を行うことにより、交通空白を解消。
① 生活・観光の足を合理的に確保。従来の目的での利用のほか、他の場所へ
の立ち寄りも可能に。

② 家族送迎の負担や各施設の業務負担を、可能な限り軽減。
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モビリティ・データの活用推進に向けた検討会について



モビリティ・データの種類について

17



地域公共交通計画の策定におけるモビリティ・データの活用事例

データを活用した広域需給分析とネットワーク再編（福岡県）

取組概要

Visual

市跨ぎ移動の結節点候補の抽出 実施エリア

活用
データ

乗降実績データ

交通系ICカードの利用データ
（自社カードの自社線利用分)を
活用。
コミュニティバスの日報等と組合
わせた総合的な分析を実施。

運行情報データ 鉄道時刻表やバスロケ等から取
得した運行実績データを活用。

• 福岡県は、市町村域を跨ぐ広域での路線再編やモビ
リティハブ構築のため、交通モード・事業者横断での
データ提供を依頼し、各社の協力の下、分析を実施。

• 具体的には、複数の交通事業者が保有する交通系IC
カード（SUGOCA等）の乗降データ（匿名化済み）や
運行データ、コミュバスの日報の提供を受け、最適な
ネットワーク及び結節点の候補を抽出。

• これに基づき、潜在的な移動需要等にも対応したネッ
トワーク再編を実現。

18

データを活用したバス路線の変更（渋川市）

取組概要

活用
データ

Visual

• 渋川市は、病院アクセス改善のため、「市内循環線
の延伸（病院への接続）」を検討。その際、別の既存
路線「駅ー病院間」への乗り換え利便性がどうか、
既存路線の需要を浸食しないかを検証。

• MaaSアプリ「GunMaaｓ」からODデータを取得して分
析した結果、不便なためバス停等で乗り換えを行う
乗客がおらず、既存路線の需要を浸食することなく
病院へのアクセス拡充ができることを確認。この
データを地域公共交通会議で討議し、市内循環線
の病院への延伸を決定。

乗降実績データ

MaaSアプリ「GunMaaS」の乗
降実績データを活用。
事業者を横断した乗継など移動
実態を精緻に把握。

Visual

路線の一部重複箇所（地図） ダッシュボード画面

運行情報データ バス停位置や経路表すGTFSを
活用。

乗換需要？
→ほぼなし

：延伸検討路線

：既存の他路線

：路線①（市内循環線）

：路線②（渋川駅ー渋川医療センター）

：延伸（下郷－渋川医療センター間）

有明エリア

日田彦山線
BRT沿線
エリア

久留米
エリア

筑紫
エリア

糸島エリア
渋川医療センター

渋川駅



「交通空白」の解消等に向けた地域交通のリ・デザインの全面展開

『総合経済対策の策定について（内閣総理大臣指示）』（令和７年10月21日）＜抜粋＞
三 経済対策の柱は、第一に、生活の安全保障・物価高への対応です。
② 地方の伸び代を活かし、地方の暮らしの安定を図ります。・・・地域交通、小売りをはじめとする地域の基幹産業の活性化を図ります。

令和7年度補正予算額（令和7年11月28日閣議決定）
・地域公共交通確保維持改善事業等：352億円
・社会資本整備総合交付金（地域交通関係）：27億円
・鉄道施設総合安全対策事業費：50億円の内数
・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業：78億円の内数

●地域交通DX（COMmmmONS等）による生産性等の向上

●ローカル鉄道の再構築方針策定等の後押し

●地域公共交通再構築事業（社会資本整備総合交付金）

EV車両・自動運転車両などの先進車両導入支援

・デマンド交通・公共ライドシェア等の移動手段確保
・複数の自治体、交通事業者等の共同化・協業化
・複数分野の輸送資源のフル活用の推進
・自治体等を核とした地域交通の連携体制強化
・デジタル技術活用による事業者・他分野連携の推進

●地域公共交通計画・協議会のアップデート支援

●自動運転の事業化に向けた
重点支援

●生活の基盤となる地域公共交通の維持確保
（離島航路、離島航空路の運行費等に対する支援
バリアフリー対応車両等）

施策の内容

等
自動運転バス自動運転バス

公共ライドシェア公共ライドシェア

新造車両・ICカードの導入新造車両・ICカードの導入

ハイブリッド気動車イメージ

複数事業者による
共同化

複数事業者による
共同化

●訪日外国人旅行者受入環境整備
（観光地の二次交通の確保・充実、多言語対応、キャッシュレス決済の普及 等）

●集中対策期間における「交通空白」解消

『「強い経済」を実現する総合経済対策』（令和７年11月21日閣議決定）＜抜粋＞
２．地方の伸び代の活用と暮らしの安定
（１）地域の生活環境を支える基幹産業の支援・活性化（地域交通の維持・物流体制維持への支援）

地方の生活と産業を支える地域交通については、その利便性、生産性、持続可能性を高めるための地域交通のリ・デザインを引き続き全面展開する。
「『交通空白』解消に向けた取組方針 2025」に基づき、集中対策期間における全国約 2,500 の「交通空白」解消に向けた、地方公共団体や公共交通事業者等
による地域の実情に応じた移動手段の確保・維持の取組を進める。具体的には、デマンド交通や公共ライドシェア等の移動手段の導入、事業主体間の共同化・
協業化も通じた地域の輸送資源の最大活用やシステム標準化等の地域交通ＤＸを総合的に推進する。また、自動運転の早期の社会実装・事業化及び運輸安全
委員会における事故原因究明体制の構築等に向けた取組を推進する。
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